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○平成 28 年児童福祉法等改正のポイント 

            （平成 28 年 6 月 3 日公布、順次施行） 

項  目 改 正 内 容 施行日 

Ⅰ  児童福祉法の理念の

明確化等 

１  児童の福祉を保障す

るための原理の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 家庭と同様の環境に

おける養育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の内容を児童福祉法第１条及び第２条に規

定する。なお、これらは、「児童の福祉を保障する

ための原理」であり、児童に関する全ての法令の 施

行に当たって、常に尊重されなければならない（児

童福祉法第３条）。 

① 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神

にのっとり、適切に養育されること、その生活を保

障されること、愛され、保護されること、その心身

の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られ

ることその他の福祉を等しく保障される権利を有

する（同法第１条）。 

② 全て国民は、児童が良好な環境において生ま

れ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年

齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、

その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健

やかに育成されるよう努める（同法第２条第１項）。 

③ 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに

育成することについて第一義的責任を負う（同法第

２条第２項）。 

④ 国及び地方公共団体は、児童の保護者ととも

に、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う

（同法第２条第３項）。 

 

以下の内容を児童福祉法第３条の２に規定する。 

① 国及び地方公共団体は、児童が「家庭」にお

いて心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保

護者を支援することとする。（児童福祉法第３条の 

２） 

② ただし、児童を家庭において養育することが

困難であり又は適当でない場合は、児童が「家庭に

おける養育環境と同様の養育環境」において継続的

 

 

公布日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公布日 
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３ 市町村・都道府県・

国の役割と責務の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に養育されるよう、また、児童を家庭及び当該養育

環境において養育することが適当でない場合は、児

童ができる限り「良好な家庭的環境」において養育

されるよう、必要な措置を講ずることとする。（同

法第３条の２） 

なお、「家庭」とは、実父母や親族等を養育者と

する環境を、「家庭における養育環境と同様の養育

環境」とは、養子縁組による家庭、里親家庭、ファ

ミリーホーム（小規模住居型児童養育事業）を、「良

好な家庭的環境」とは、施設のうち小規模で家庭に

近い環境（小規模グループケアやグルー プホーム

等）を指す。 

 

以下の内容を児童福祉法第３条の３に規定する。 

① 市町村は、基礎的な地方公共団体として、児

童の身近な場所における児童の福祉に関する支援

等に係る業務を適切に行うこととする（児童福祉法 

第３条の３第１項）。例えば、施設入所等の措置を

採るに至らなかった児童への在宅支援を中心とな

って行うなど、身近な場所で児童や保護者を継続 

的に支援し、児童虐待の発生予防等を図る。 

② 都道府県は、市町村に対する必要な助言及び

適切な援助を行うとともに、専門的な知識及び技術

（以下「知識等」という。）並びに各市町村の区域

を超えた広域的な対応が必要な業務として、児童の

福祉に関する業務を適切に行うこととする（同法第

３条の３第２項）。例えば、一時保護や施設入所等、

行政処分としての措置等を行う。 

③ 国は、市町村及び都道府県の行う業務が適正

かつ円滑に行われるよう、児童が適切に養育される

体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に対

する助言及び情報提供等の必要な各般の措置を講

ずることとする（同法第３条の３第３項）。例えば、

市町村及び都道府県における体制等について、ある

べき水準を明確にし、これを達成するための方策を

具体化するなどにより、児童の福祉に関する支援の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公布日 
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４ 国による要保護児童

に係る調査研究の推進 

 

 

５ しつけを名目とした

児童虐待の禁止 

 

 

 

 

Ⅱ 児童虐待の発生予防 

１ 子育て世代包括支援

センターの法定化 

 

 

 

 

２ 支援を要する妊婦等

に関する情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質の均てん化を図る。 

 

国は、要保護児童の健全な育成に資する調査研究

を推進することとする（児童福祉法第 33 条の９の

２）。 

 

児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、

監護及び教育に必要な範囲を超えて当該児童を懲

戒してはならないことを法律上明記する。（児童虐

待の防止等に関する法律（以下「虐待防止法」とい

う。）第 14 条） 

 

 

市町村は、母子保健に関し、支援に必要な実情の

把握等を行う「子育て世代包括支援センター」（※）

を設置するように努めなければならないこととす

る（母子保健法第 22 条）。 

（※）法律上の名称は「母子健康包括支援センター」 

 

児童福祉法第６条の３第５項に規定する要支援

児童等（支援を要する妊婦、児童及びその保護者）

と思われる者を把握した病院、診療所、児童福祉施

設、 学校その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は

教育に関する機関及び医師、看護師 、児童福祉施

設の職員、学校の教職員その他児童又は妊産婦の医

療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者は、

その旨を市町村に情報提供するよう努めることと

する（児童福祉法第 21 条の 10 の５第１項）。 

また、刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務

に関する法律の規定は、こうした情報提供を妨げる

ものと解釈してはならない（同条第２項）。 

なお、歯科医師については、法案の国会審議にお

いて議論があったところであるが、児童虐待の早期

発見において重要な役割を果たしており、現行の虐

待防止法第４条第２項及び第５条第１項における

「その他児童の福祉に職務上関係のある者」と同

 

 

公布日 

 

 

 

公布日 

 

 

 

 

 

 

H29.4.1 

 

 

 

 

 

H28.10.1 
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３ 母子保健施策を通じ

た虐待予防等 

 

 

 

Ⅲ 児童虐待発生時の迅

速・的確な対応 

１ 市町村における支援

拠点の整備 

 

 

２ 市町村の要保護児童

対策地域協議会の機能強

化 

 

 

 

 

３ 児童相談所設置自治

体の拡大 

 

４ 児童相談所の体制強

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様、改正後の児童福祉法第 21 条の 10 の５第１項

における「その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は

教育に関連する職務に従事 する者」に含まれる。 

 

国及び地方公共団体は、母子保健施策を講ずるに

当たっては、当該施策が乳幼児の虐待の予防及び早

期発見に資するものであることに留意することと

する（母子保健法第５条第２項）。 

 

 

 

市町村は、児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な

支援を行うための拠点の整備に努めることとする

（児童福祉法第 10 条の２）。 

 

①市町村の設置する要保護児童対策地域協議会

の調整機関は、専門職を置くこととする（児童福祉

法第 25 条の２第６項）。 

②調整機関に配置される専門職は、厚生労働大臣

が定める基準に適合する研修を受けることとする

（同法第 25 条の２第８項）。 

 

政令で定める特別区は児童相談所を設置するこ

ととする（児童福祉法第 59 条の４第１項）。 

 

① 児童相談所に、心理に関する専門的な知識等

を必要とする指導をつかさどる所員として児童心

理司を配置し、その要件は、医師であって精神保健

に関して学識経験を有する者又は大学において心

理学を専修する学科等の課程を修めて卒業した者

等とする（児童福祉法第 12 条の３第６項第１ 

号）。 

② 児童相談所に、児童の健康及び心理の発達に

関する専門的な知識等を必要とする指導をつかさ

どる所員として医師又は保健師を配置する（同法第 

12 条の３第６項第２号）。 

 

 

 

 

公布日 

 

 

 

 

 

 

H29.4.1 

 

 

 

H29.4.1 

 

 

 

 

 

 

H29.4.1 

 

 

① ～⑥ 

H28.10.1 
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５ 一時保護の目的の明

確化 

 

 

 

６ 児童及び保護者に対

する通所・在宅における

指導措置 

 

 

７ 児童相談所から市町

村への事案送致等 

 

 

③ 児童相談所に、他の児童福祉司が職務を行う

ため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行

う児童福祉司（以下「スーパーバイザー」という。） 

を配置し、その要件は、児童福祉司としておおむね

５年以上勤務した者とする（同法第 13 条第５項）。 

④ 都道府県は、児童相談所における弁護士の配

置又はこれに準ずる措置を行うこととする（同法第 

12 条第３項）。 

⑤ 児童福祉司の数は、政令で定める基準を標準

として都道府県が定めることとする（同法第 13 条

第２項）。 

⑥ スーパーバイザーの数は、政令で定める基準

を参酌して都道府県が定めることとする（同法第 

13 条第６項）。 

⑦ 社会福祉主事として２年以上児童福祉事業に

従事した者を児童福祉司として任用するときは、厚

生労働大臣が定める講習会の課程を修了した者で 

あることとする（同法第 13 条第３項第５号）。 

⑧ 児童福祉司（スーパーバイザーを含む。）は、

厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受け

ることとする（同法第 13 条第８項）。 

 

一時保護は、児童の安全を迅速に確保し適切な保

護を図るため、又は児童の状況を把握するために行

うものであることを明確化する（児童福祉法第 33 

条）。 

 

児童相談所長は、通告等を受けた児童・保護者に

対し、通所又は在宅において指導し、又は市町村等

に委託して指導させることができることとする（児 

童福祉法第 26 条第１項第２号）。 

 

① 児童相談所長は、通告を受けた児童等のうち、

児童及び妊産婦の福祉に関し、専門的な知識等を要

しない支援を行うことを要すると認める者（施設入

所等の措置を要すると認める者を除く。）を市町村

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦～⑧ 

H29.4.1 

 

 

 

 

 

 

公布日 

 

 

 

 

公布日 

 

 

 

 

H29.4.1 
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８ 臨検・捜索手続の簡

素化 

 

 

 

 

 

９ 関係機関等による調

査協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 被虐待児童の自立支

援 

１ 親子関係再構築支援 

 

 

に送致することとする（児童福祉法第 26 条第１項

第３号関係）。 

② 児童相談所長は、通告を受けた児童等のうち、

市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業

等の実施が適当であると認める者をその事業の実 

施に係る市町村の長に通知することとする（児童福

祉法第 26 条第１項第８ 号関係）。 

 

都道府県知事が児童の福祉に関する事務に従事

する職員に児童虐待が行われている疑いのある児

童の住所等に臨検させ、又は当該児童を捜索させる

際に、当該児童の保護者が再出頭の求めに応じない

ことを要件としないこととする（虐待防止法第９条

の３）。 

 

病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童の

医療、福祉又は教育に関係する機関及び医師、看護

師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児 童

の医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者

は、児童相談所長等から児童虐待の防止等に関する

資料等の提供を求められたときは、当該資料等 を

提供することができることとする（虐待防止法第 

13 条の４）。これにより、これらの機関等は、原則

として、個人情報保護法や守秘義務 に違反するこ

となく、児童虐待に係る情報を提供できることとな

る。 

なお、歯科医師については、改正後の児童福祉法

第 21 条の 10 の５第１項 と同様、「その他児童又

は妊産婦の医療、福祉又は教育に関連する職務に従

事 する者」に含まれる。 

 

 

 

① 乳児院等の長及び里親等は、施設に入所し、

又は里親等に委託された児童及びその保護者に対

して、関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の

 

 

 

 

 

 

 

 

H28.10.1 

 

 

 

 

 

 

H28.10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28.10.1 
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２ 里親委託の推進 

 

 

 

 

 

３ 養子縁組に関する相

談・支援 

 

 

 

４ 養子縁組里親の法定

化 

 

 

 

 

 

 

 

再統合のための支援等を行うこととする（児童福祉

法第 48 条の３）。 

② 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童につ

いて採られた施設入所等の措置等を解除するとき

は、当該児童の保護者に対し、親子の再統合の促進

等を支援するために必要な助言を行うこと及び当

該助言に係る事務を民間団体に委託することがで

きることとする（虐待防止法第 13 条）。 

③ 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童につ

いて採られた施設入所等の措置等を解除するとき

又は当該児童が一時的に帰宅するときは、必要と認

める期間、関係機関との緊密な連携を図りつつ、当

該児童の安全の確認を行うとともに、当該児童の保

護者からの相談に応じ、必要な支援を行うこととす

る（同法第 13 条の２）。 

 

里親の普及啓発から里親の選定及び里親と児童

との間の調整並びに児童の養育に関する計画の作

成までの一貫した里親支援を都道府県（児童相談

所）の業務として位置付けることとする（児童福祉

法第 11 条第１項第２号ヘ） 

 

児童を養子とする養子縁組に関する者につき、そ

の相談に応じ、援助を行うことを都道府県（児童相

談所）の業務として位置付けることとする（児童 福

祉法第 11 条第１項第２号ト）。 

 

① 養子縁組里親について、都道府県知事が行う

研修を修了し養子縁組によって養親となること等

を希望する者のうち養子縁組里親名簿に登録され

たもののこととする（第６条の４第２号）。 

② 都道府県は、養子縁組里親名簿を作成し、養

子縁組里親の欠格要件等を設ける（第 34 条の 19 

から第 34 条の 21 まで）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H29.4.1 

 

 

 

 

 

H29.4.1 

 

 

 

 

H29.4.1 
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５ 18 歳以上の者に対

する支援の継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 自立援助ホームの対

象者の拡大 

 

 

 

 

 

Ⅴ その他の改正事項 

１ 児童福祉審議会に関

する事項 

 

 

① 児童相談所長は、一時保護が行われた児童に

ついて、20 歳に達するまでの間、引き続き一時保

護を行うことができることとする（児童福祉法第 

33 条第６項）。 

② 児童相談所長は、18 歳以上 20 歳未満の者の

うち、施設入所等の措置が引き続き採られているも

の等について、一時保護を行うことができることと

する（同法第 33 条第８項）。 

③ 都道府県は、18 歳以上 20 歳未満の者のう

ち、①により一時保護が引き続き行われているもの

等について、施設入所等の措置を採ることができる

こととする（同法第 31 条第４項）。 

④ 18 歳以上 20 歳未満の者のうち、施設入所等

の措置が引き続き採られているもの又は①により

一時保護が引き続き行われているもの等について、

要保護児童対策地域協議会において支援する対象

とすることとする（同法第 25 条の２第１項及び第

２項）。 

⑤ 18 歳以上 20 歳未満の者のうち、施設入所等

の措置が引き続き採られているもの又は①により

一時保護が引き続き行われているもの等の保護者

に ついて、施設の長が面会等の制限等を行うこと

ができることとする（虐待防止法第 16 条）。 

 

大学の学生等であって 20 歳に達した日から 22 

歳に達する日の属する年度の末日までの間にある

者（20 歳に達する日の前日において児童自立生活

援助が行われていたものに限る。）を児童自立生活

援助の対象とすることとする（児童福祉法第６条の

３第１項、第 33 条の６及び第 50 条の３）。 

 

 

① 児童福祉審議会は、関係者に対し、必要な報告

等を求め、その意見を聴 くことができることとす

る（児童福祉法第８条第６項）。 

② 児童福祉審議会の委員の要件に、その権限に属
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２ 情緒障害児短期治療

施設の名称変更等 

 

 

 

 

 

３ 施設入所等に係る徴

収金の収納事務の私人委

託 

 

 

４ 婦人相談員の非常勤

規定の削除 

 

５ 母子・父子自立支援

員の非常勤規定の削除 

 

 

６ 婦人相談所長による

報告又は通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 母子家庭等の支援機

関への婦人相談員の追加 

 

する事項に関し、公平な 判断をすることができる

者であることを追加する（同法第９条）。 

 

「情緒障害児短期治療施設」の対象を、環境上の

理由により社会生活への適応が困難となった児童

とし、その目的を社会生活に適応するために必要な 

心理に関する治療及び生活指導を主として行うも

のとして明確化するとともに、その名称を「児童心

理治療施設」とする（児童福祉法第 43 条の２）。 

 

都道府県又は市町村の長は、施設入所等の措置等

に係る徴収金の収納の事務について、私人に委託す

ることができることとする（児童福祉法第 56 条第 

３項）。 

 

婦人相談員を非常勤とする規定を削除する（売春

防止法第 35 条第４項）。 

 

母子・父子自立支援員について、非常勤を原則と

する旨の規定を削除する（母子及び父子並びに寡婦

福祉法第８条第３項）。 

 

① 婦人相談所長が、要保護女子であって配偶者

のない女子等である者及びその者の監護すべき児

童について、児童福祉法に規定する母子保護の実施

が適当であると認めたときは、都道府県知事等に報

告し、又は通知することとする（売春防止法第 36 

条の２）。 

② 都道府県知事等は、①の報告又は通知を受け

た保護者及び児童について、必要があると認めると

きは、母子保護の実施の申込みを勧奨することとす

る（児童福祉法第 23 条第４項）。 

 

母子家庭の母及び児童の生活の安定と向上のた

めに相互に協力しなければならない関係機関に婦

人相談員を追加する（母子及び父子並びに寡婦福祉

 

 

 

H29.4.1 

 

 

 

 

 

 

H29.4.1 

 

 

 

 

H29.4.1 

 

 

H29.4.1 

 

 

 

Ｈ28.10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公布日 
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Ⅵ 検討規定等 

 

法 第３条の２第１項）。 

 

① 政府は、この法律の施行後速やかに、児童の

福祉の増進を図る観点から、特別養子縁組制度の利

用促進の在り方について検討を加え、その結果に基

づいて必要な措置を講ずることとする（附則第２条

第１項）。 

② 政府は、この法律の施行後速やかに、要保護

児童を適切に保護するための措置に係る手続にお

ける裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実

態を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずることとする（第２ 条第２項）。 

③ 政府は、この法律の施行後２年以内に、児童

相談所の業務の在り方、要保護児童の通告の在り

方、児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する

者の資質の向上を図るための方策について検討を

加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること

とする（附則第２条第３項）。 

④ 政府は、①～③のほか、この法律の施行後５

年を目途として、この法律による改正後のそれぞれ

の法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の

規定について検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずることとする（附則 第２条第４項）。 

⑤ 政府は、この法律の施行後５年を目途として、

中核市及び特別区が児童相談所を設置することが

できるよう、その設置に係る支援その他の必要な措

置を講ずることとする（附則第３条）。 

⑥ その他、この法律の施行に関し、必要な経過

措置等を定めるとともに、関係法律について所要の

改正を行う。 
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